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〇 

特
定
金
融
会
社
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

特
定
金
融
会
社
等
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券

届
出
書
、
発
行
登
録
書
、
発
行
登
録
追
補
書
類
、
有
価
証
券
報
告
書
又
は
半

期
報
告
書
を
提
出
す
る
た
め
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
す
る
と
き
は
、
企
業
内

容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
以

下
「
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
府
令
に
定
め

る
事
項
を
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

特
定
金
融
会
社
等
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券

届
出
書
、
発
行
登
録
書
、
発
行
登
録
追
補
書
類
、
有
価
証
券
報
告
書
、
四
半

期
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
た
め
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
す
る

と
き
は
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵

省
令
第
五
号
。
以
下
「
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、

こ
の
府
令
に
定
め
る
事
項
を
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

［
一
～
五 

略
］ 

 

［
号
を
削
る
。
］ 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

［
同
上
］ 

 

 

［
一
～
五 

同
上
］ 

 
六 
四
半
期
報
告
書 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
（

同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
四
半
期
報
告
書
を
い
う
。 
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六 

［
略
］ 

 

七 

［
同
上
］ 
 

 
（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
有
価
証
券
届
出
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
三
条 
金
融
商
品
取
引
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
届
出
書
提
出
特
定
金
融

会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
有
価

証
券
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
当
該
有
価
証
券

届
出
書
に
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の

日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業

年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
届
出
書
提
出
特
定
金
融

会
社
等
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に

よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

略
］ 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載

し
よ
う
と
す
る
届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
届
出
書
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
箇
所
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２ 
事

業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

二 

開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

三 

開
示
府
令
第
二
号
の
三
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
有
価
証
券
届
出
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
三
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
届
出
書
提
出
特
定
金
融

会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
有
価

証
券
報
告
書
、
四
半
期
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者

は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
日
の
属
す

る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
届

出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
各

号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
五 

同
上
］ 

 

２ 

［
同
上
］ 

   

一 

開
示
府
令
第
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 
二 
開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

三 

開
示
府
令
第
二
号
の
三
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３
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そ
の
他
の
記
載
事
項 

四 

開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２

 
事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

五 

開
示
府
令
第
二
号
の
五
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

六 

開
示
府
令
第
二
号
の
六
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

七 

開
示
府
令
第
二
号
の
七
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

 

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

四 

開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

五 

開
示
府
令
第
二
号
の
五
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

  

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
発
行
登
録
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
四
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登

録
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
発
行
登
録
書
提
出

特
定
金
融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
有
価
証
券
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者

は
、
当
該
発
行
登
録
書
に
、
当
該
発
行
登
録
書
の
提
出
日
の
属
す
る
事
業
年

度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
発
行
登
録
書

提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
各
号
に

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
発
行
登
録
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
四
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登

録
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
発
行
登
録
書
提
出

特
定
金
融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
有
価
証
券
報
告
書
、
四
半
期
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出

し
て
い
な
い
者
は
、
当
該
発
行
登
録
書
に
、
当
該
発
行
登
録
書
の
提
出
日
の

属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
発
行
登
録
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
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定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
略
］ 

 

を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
け
る
開
示
） 

第
五
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登

録
追
補
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
発
行
登
録

特
定
金
融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
有
価
証
券
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者

は
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
日
の

属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該

各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
発
行
登
録
追
補
書
類
に
記

載
し
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発

行
登
録
追
補
書
類
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
箇
所
に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
十
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４ 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

二 

［
略
］ 

 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
け
る
開
示
） 

第
五
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登

録
追
補
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
発
行
登
録

特
定
金
融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
有
価
証
券
報
告
書
、
四
半
期
報
告
書
又
は
半
期
報
告
書
を
提

出
し
て
い
な
い
者
は
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
、
当
該
発
行
登
録
追
補

書
類
の
提
出
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以

内
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了

の
日
に
お
け
る
当
該
発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

［
同
上
］ 

   

一 

開
示
府
令
第
十
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３ 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

二 
［
同
上
］ 

 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
開
示
） 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
開
示
） 



 

- 5 - 

第
六
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載

し
よ
う
と
す
る
報
告
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
報
告
書
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
箇
所
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
三
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
４ 
経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

二 

開
示
府
令
第
三
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

三 

開
示
府
令
第
四
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

 

第
六
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

   

一 

開
示
府
令
第
三
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

二 

開
示
府
令
第
三
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

三 

開
示
府
令
第
四
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

  

［
条
を
削
る
。
］ 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
お
け

る
開
示
） 

第
七
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
四

半
期
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
四
半
期
報
告
書
提

出
特
定
金
融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
・
四
半
期
（
事
業
年
度
に
お

け
る
最
初
の
四
半
期
の
次
の
四
半
期
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
四
半

期
報
告
書
に
、
第
二
・
四
半
期
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
四
半
期
報
告
書
提

出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
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各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四

半
期
報
告
書
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
四
半
期
報
告
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等

は
、
開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事
業
の

状
況
の
１ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況
の
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
半
期
報
告
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
七
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
期
報

告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
半
期
報
告
書
提
出
特
定
金

融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
半
期
報
告
書
に
、
当
該
半
期
報
告
書
に

係
る
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
に
お
け
る
当
該
半
期

報
告
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
半
期
報
告
書
に
記
載
し
よ

う
と
す
る
半
期
報
告
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
半

期
報
告
書
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
箇
所
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

二 

開
示
府
令
第
五
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
３ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

（
貸
付
金
残
高
の
内
訳
等
の
半
期
報
告
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
八
条 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
期
報

告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
金
融
会
社
等
（
以
下
「
半
期
報
告
書
提
出
特
定
金

融
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
半
期
報
告
書
に
、
当
該
半
期
報
告
書
に

係
る
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
に
お
け
る
当
該
半
期

報
告
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
同
上
］ 

   

［
号
を
加
え
る
。
］ 

  

一 

開
示
府
令
第
五
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 
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ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

三 

開
示
府
令
第
五
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２

 
事
業
の
状
況
の
２ 

経
営
成
績
等
の
概
要 

 

 

二 

開
示
府
令
第
五
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

（
不
良
債
権
の
状
況
の
有
価
証
券
届
出
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
八
条 

届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
特
定
金
融
会
社
等
の
会
計
の

整
理
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
三
十
二

号
。
以
下
「
会
計
府
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

各
号
に
該
当
す
る
貸
付
金
（
以
下
「
不
良
債
権
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事

項
（
以
下
「
不
良
債
権
の
状
況
」
と
い
う
。
）
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
（
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
有
価

証
券
報
告
書
又
は
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権

の
状
況
を
注
記
し
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
（
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損

益
計
算
書
及
び
中
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取

引
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
半
期
報
告
書
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

第
二
種
中
間
財
務
諸
表
（
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
、
中
間
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
中
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
で
あ
っ
て

同
表
の
第
二
号
又
は
第
三
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
半
期
報
告

書
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
会
計
府
令
第
二
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
第
一
種
中
間
連

結
財
務
諸
表
（
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
、
中
間
連

（
不
良
債
権
の
状
況
の
有
価
証
券
届
出
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
九
条 

届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
特
定
金
融
会
社
等
の
会
計
の

整
理
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
三
十
二

号
。
以
下
「
会
計
府
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

各
号
に
該
当
す
る
貸
付
金
（
以
下
「
不
良
債
権
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事

項
（
以
下
「
不
良
債
権
の
状
況
」
と
い
う
。
）
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
（
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
有
価

証
券
報
告
書
、
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の

状
況
を
注
記
し
た
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
（
四
半
期
貸
借

対
照
表
、
四
半
期
損
益
計
算
書
及
び
四
半
期
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
会
計
府
令
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
連
結

財
務
諸
表
（
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
、
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
及
び
四

半
期
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載

し
た
四
半
期
報
告
書
又
は
会
計
府
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不

良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
中
間
財
務
諸
表
（
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損

益
計
算
書
、
中
間
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
中
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
計
算
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
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結
包
括
利
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
で
あ
っ

て
同
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
に
含
ま

れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て

い
な
い
者
は
、
有
価
証
券
届
出
書
に
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
日
の

属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
略
］ 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
不
良
債
権
の
状
況
を
有
価
証
券

届
出
書
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 
企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

二 

開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

三 

開
示
府
令
第
二
号
の
三
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

四 

開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

い
な
い
者
は
、
有
価
証
券
届
出
書
に
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
日
の

属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
届
出
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

   

一 

開
示
府
令
第
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２ 

事

業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

二 

開
示
府
令
第
二
号
の
二
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

三 

開
示
府
令
第
二
号
の
三
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３

 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

四 
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式 

同
様
式
の
第
二
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 
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五 

開
示
府
令
第
二
号
の
五
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

六 
開
示
府
令
第
二
号
の
六
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

七 

開
示
府
令
第
二
号
の
七
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
４ 
経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ

ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析 

 

五 

開
示
府
令
第
二
号
の
五
様
式 

同
様
式
の
第
三
部 

企
業
情
報
の
第
２

 

事
業
の
状
況
の
２ 

生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況 

 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

  

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
不
良
債
権
の
状
況
の
発
行
登
録
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
九
条 

発
行
登
録
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
会
計
府
令
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
有

価
証
券
報
告
書
又
は
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債

権
の
状
況
を
注
記
し
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務

諸
表
若
し
く
は
会
計
府
令
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の

状
況
を
注
記
し
た
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を

提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
発
行
登
録
書
に
、
当
該
発
行
登
録
書
の
提
出
日
の

属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当

該
発
行
登
録
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
不
良
債
権
の
状
況
の
発
行
登
録
書
に
お
け
る
開
示
） 

第
十
条 

発
行
登
録
書
提
出
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
会
計
府
令
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
有

価
証
券
報
告
書
、
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権

の
状
況
を
注
記
し
た
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
若
し
く
は
会

計
府
令
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た

第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書

又
は
会
計
府
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注

記
し
た
中
間
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者

は
、
発
行
登
録
書
に
、
当
該
発
行
登
録
書
の
提
出
日
の
属
す
る
事
業
年
度

（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直

前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
発
行
登
録
書
提

出
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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［
２
・
３ 

略
］ 

 

い
。 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

 

（
不
良
債
権
の
状
況
の
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
け
る
開
示
） 

第
十
条 

発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
会
計
府
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
有
価
証
券

報
告
書
又
は
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状

況
を
注
記
し
た
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
若

し
く
は
会
計
府
令
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を

注
記
し
た
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
提
出
し

て
い
な
い
者
は
、
発
行
登
録
追
補
書
類
に
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提

出
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お

け
る
当
該
発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
不
良

債
権
の
状
況
を
発
行
登
録
追
補
書
類
に
記
載
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
不
良
債
権
の
状
況
を
発
行
登
録

追
補
書
類
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
の
様
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

（
不
良
債
権
の
状
況
の
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
け
る
開
示
） 

第
十
一
条 

発
行
登
録
特
定
金
融
会
社
等
の
う
ち
会
計
府
令
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
有
価
証

券
報
告
書
、
会
計
府
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状

況
を
注
記
し
た
第
二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
財
務
諸
表
若
し
く
は
会
計
府

令
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記
し
た
第

二
・
四
半
期
に
係
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書
又

は
会
計
府
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
良
債
権
の
状
況
を
注
記

し
た
中
間
財
務
諸
表
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、

発
行
登
録
追
補
書
類
に
、
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
日
の
属
す
る
事

業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
直
前
事
業
年
度
）
の
直
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
発
行
登

録
特
定
金
融
会
社
等
に
係
る
不
良
債
権
の
状
況
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
不
良

債
権
の
状
況
を
発
行
登
録
追
補
書
類
に
記
載
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

３ 
［
同
上
］ 
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め
る
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

開
示
府
令
第
十
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
４ 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

二 
［
略
］ 

 

 

一 

開
示
府
令
第
十
二
号
様
式 

同
様
式
の
第
一
部 

証
券
情
報
の
第
３ 

そ
の
他
の
記
載
事
項 

二 

［
同
上
］ 

 

 



 

-
 1
2 
- 

別紙様式第１号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項関係） ［略］ 

 

別紙様式第１号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項、第８条第１項関係） ［同左］ 

別紙様式第２号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項関係） ［略］ 

 

別紙様式第２号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項、第８条第１項関係） ［同左］ 

 

別紙様式第３号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項関係） ［略］ 

 

別紙様式第３号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項、第８条第１項関係） ［同左］ 

別紙様式第４号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項関係） ［略］ 

 

別紙様式第４号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項、第８条第１項関係） ［同左］ 

別紙様式第５号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項関係） ［略］ 

 

別紙様式第５号（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第

１項、第７条第１項、第８条第１項関係） ［同左］ 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 


